
令和７年度 第３回 士別市子どもの権利委員会

日時：令和８年２月４日(水)

午後６時 30 分～

場所：士別市民文化センター研修室

１．開 会

２．協議事項

（1）第４次士別市子どもの権利に関する行動計画（案）について

行動計画（案）の基本目標及び施策の方向性について意見をいただき、

計画内容について審議します。

資料：概要版（案）

（2）第４次士別市子どもの権利に関する行動計画策定に関するスケジュール

R8.2.4 士別市子どもの権利委員会

R8.2.6 市議会代表者会議説明

R8.2.13～R8.3.16 パブリックコメント実施

R8.3. 士別市子どもの権利委員会（パブリックコメント踏まえ計画の修正が

必要な場合に委員会開催）

R8.4.1 公表

（3）その他

３．次回の委員会の日程

第４次士別市子どもの権利に関する行動計画（案）についてパブリックコメント踏

まえ計画の修正が必要な場合は、3月末に委員会を開催させてもらいます。

４．閉 会

※配布資料

・第４次士別市子どもの権利に関する行動計画（案）【差替配付】

・第４次士別市子どもの権利に関する行動計画（概要版）【差替配付】

・士別市子どもの権利委員名簿【当日配布】

・委員報酬・費用弁償の支払い通知【当日配付】



（案）



基本目標 区分 数値目標
目標値

（R11年）

アウトプット
「困ったときに相談できる大人を知っている」と答えた
子どもの割合

70%

アウトカム 「相談してよかったと思った」と答えた子どもの割合　 90%

アウトプット 「安心して過ごせる居場所がある」と答えた子どもの割合 90%

アウトカム 「その居場所で自分らしくいられる」と答えた子どもの割合 60%

アウトプット 「自分の意見を伝える機会がある」と答えた子どもの割合　 85%

アウトカム
「意見を伝えてよかった」など意見が大切にされたと感じた
子どもの割合

80%

アウトプット
「子どもの権利や相談先について知っている」と答えた
子どもの割合

70%

アウトカム
「困ったときに、相談先や支援の仕組みを思い出し、
使えると思う」と答えた子どもの割合

50%

基本目標①
不安や困りごとを安心して伝え、
身近な大人や支援につながることができる

基本目標②
安心して過ごし、人との関係を育みながら
自分らしくいられる居場所が身近にある

基本目標③
自分の思いや意見を安心して伝え、
その声が尊重され、反映される

基本目標④
自分の権利や相談先を知り、
必要なときに安心して利用できる

基本目標 施策の方向性

基本目標① 相談先
不安や困りごとを安心して伝え、
身近な大人や支援につながることができる

子どもが相談しやすい体制づくりと支援の充実
（関係条文：権利条例第16 条、第20 条）
◆生きる権利◆守り守られる権利

基本目標② 居場所
 安心して過ごし、人との関係を育み
ながら自分らしくいられる居場所が身近にある

子どもが安心して過ごせる居場所づくりと人とのつながり
を育む取組
（関係条文：権利条例第12 条、第16 条、第17 条）
◆生きる権利◆ゆたかに育つ権利

基本目標③ 意見表明
自分の思いや意見を安心して伝え、
その声が尊重され、反映される

子どもが安心して意見を表明できる環境づくりと意見が
反映される仕組みの構築
（関係条文：権利条例第11 条、第13 条、第14 条、第18 条）
◆生きる権利◆意見表明権と参加する権利

基本目標④ 認知度
自分の権利や相談先を知り、
必要なときに安心して利用できる

子どもの権利と相談・救済の仕組みを身近で使いやすい
ものにする取組
（関係条文：権利条例第5 条、第15 条、第20 条）
◆守り守られる権利


